
各支所への電
話は本庁舎か
ら転送します

本 　 庁 　舎	 〒399-8281	 長野県安曇野市豊科6000番地	 TEL	0263-71-2000	 FAX	0263-71-5000

穂 高 支 所	 〒399-8303	 長野県安曇野市穂高6658番地	 	 FAX	0263-82-6622

三 郷 支 所	 〒399-8101	 長野県安曇野市三郷明盛4810番地1	 	 FAX	0263-77-6060

堀 金 支 所	 〒399-8211	 長野県安曇野市堀金烏川2750番地1	 	 FAX	0263-72-4900

明 科 支 所	 〒399-7102	 長野県安曇野市明科中川手6824番地1	 	 FAX	0263-62-4747

人口と世帯 2020.6.1 現在（　）内は対前月比
人口　97,347 人（－ 53）男　47,250 人（－ 27）女　50,097 人（－ 26）
世帯　40,175 世帯（－ 13）
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本庁舎夜間・休日開庁日
時間延長窓口7月14日（火）
（午後５時 15分から８時まで）
休日開庁日6月28日（日）・7月26日（日）
（午前８時30分から正午まで）
※転出入・転居等一部業務のみ取り扱いま
す。事前に問い合わせください。

※７月26日（日）はメンテナンスのため、個
人番号カードの取り扱いはできません。

古紙配合率 60％
再生紙を使用しています。

後期高齢者医療被保険者証　今年は橙
オレンジ

色です。
新

75歳からは後期高齢者医療保険となります

住所を変更したときはお知らせください

令和２年８月１日から令和３年７月31日までの間に75 歳の
誕生日を迎える皆さんは、保険が後期高齢者医療保険となりま
すので、お誕生日の前月に新しい保険証（橙色）を郵送します。

また、すでに後期高齢者医療保険者証（桃色）をお持ちの
皆さんにも、新しい保険証（橙色）を７月中旬に郵送します。

対象者には、限度額適用・標準負担額減額認定証および限
度額認定証も併せて郵送しますので、お手元に届きましたら内
容をご確認ください。このような封筒で送られてきます

保険証は、「転送不要」で郵送しますので、住所を変更したときは必ず「送付先変更届」の提出をお願いします。
送付先変更届の提出が無い場合は、郵便局の転送サービスを利用していてもお手元に届きません。「送付先変更届」
は国保年金課（1階�番窓口）もしくは長野県後期高齢者医療広域連合の窓口またはＨ

ホームページ
Ｐから入手できます。

制 度 概 要

保険証は毎年８月１日付で定期更新となります。

負担割合　医療機関での一部負担金（窓口負担）の割合は、
市町村民税課税標準額が145 万円以上の被保険者および
同一世帯の被保険者は３割負担、それ以外は１割負担です。
保険料　後期高齢者医療は、加入者に保険料を負担しても
らいます。所得の低い人や、制度加入直前に被用者保険の被
扶養者であった人は、保険料の軽減措置があります。

なお、保険料の納付は特別徴収（年金天引）が原
則ですが、特別徴収ができない場合は普通徴収（納付
書または口座振替）で納付いただきます。

国保年金課国保年金担当（471・2475 671・2503）
長野県後期高齢者医療広域連合（4026・229・5320
6026・228・1850）

問


